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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

令和3年4月27日(火) 

開議 09 時 30 分  

閉議 09 時 45 分  

全員協議会室  

出 席 者 
〔委 員〕笹田委員長、川上副委員長、三浦委員、沖田委員、柳楽委員、飛野委員、 

岡本委員、芦谷委員、道下委員、澁谷委員、牛尾委員 
〔議長団〕川神議長、佐々木副議長 
〔委員外議員〕西川議員、西村議員 

〔執行部〕坂田総務部長、佐々木総務課長、河内財政課長、猪狩総務管理係長 

〔事務局〕古森局長、下間次長、近重書記 

 

議 題 

1  令和3年4月浜田市議会臨時会議について →了承 

⑴ 新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第7弾】（案）について 

 資料1-1 

 

⑵ 令和3年4月浜田市議会臨時会議の付議事件等及び付託案について 

 資料1-2、1-3 

 

⑶ 令和3年4月浜田市議会臨時会議の会議予定について 資料1-4 

 

⑷ その他 

 →マスクの適正な着用について 

 

2  陳情の取扱い・請願等の意見陳述について 資料2 

   （※議員定数等議会改革推進特別委員会） 

  →意見陳述については引き続き試行し、陳情については基準への該当の有無を十分

協議すること 

 

3  その他 

⑴ 議員研修会の日程（案）について【令和3年6月14日（月） 午前10時から】 

 →了承。新型コロナウイルス感染症の拡大による中止の判断は議会運営委員会正

副委員長及び議長団に一任 

⑵ その他 

 →特になし 

【別紙会議録のとおり】 
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【会議録】 

[ 9 時 30 分 開議 〕 

   

笹田委員長  ただいまから議会運営委員会を開会する。出席委員は11名で定足

数に達している。それでは進める。 

 

1  令和3年4月浜田市議会臨時会議について 

⑴ 新型コロナウイルス感染症関連の浜田市支援策【第7弾】（案）について 

笹田委員長  総務部長。 

総務部長  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

笹田委員長  質疑はあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

 

⑵ 令和3年4月浜田市議会臨時会議の付議事件等及び付託案について 

笹田委員長  総務部長。 

総務部長  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

笹田委員長  付託先について、事務局長。 

古森局長  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

笹田委員長  質疑はあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

 

⑶ 令和3年4月浜田市議会臨時会議の会議予定について 

笹田委員長  事務局長。 

古森局長  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

笹田委員長  質疑はあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

 

⑷ その他 

笹田委員長  市民から発言時のマスク着用の徹底を求める意見があった。内容

はケーブルテレビの中継で議員や執行部の発言時に、マスクがずれ

て何度も直す姿、マスクから鼻が出ていることに対してのご指摘で、

適切な着用を求めるものである。議員及び執行部におかれては、今

後指摘された事項について対応をお願いする。 

  ここで執行部は退席となるが、執行部から何かあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

  委員から何かあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

  では執行部はご退席をお願いする。 

 

《 執行部退席 》 
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2  陳情の取扱い・請願等の意見陳述について 

笹田委員長  こちらについては議員定数等議会改革推進特別委員会で取り扱い

について検討されている。ここで牛尾委員長から検討経過の報告を

いただく。 

牛尾委員  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

笹田委員長  質疑はあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

  では意見陳述については引き続き試行、陳情については基準への

該当の有無を十分協議するということでお願いする。 

 

3  その他 

⑴ 議員研修会の日程（案）について 

笹田委員長  講師と調整したところ、6月14日月曜日、午前10時から全員協議

会室で開催したいがよろしいか。 

  （ 「異議なし」という声あり ） 

  ではよろしくお願いする。 

  なお、今後新型コロナウイルス感染症の状況による中止などの判

断は議長団と正副委員長に一任いただくようお願いする。 

 

⑵ その他 

笹田委員長  何かあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

  最後にお願いだが、本日の内容について会派で共有していただく

ようお願いする。 

  以上で議会運営委員会を終了する。 

 

〔 09 時 45 分 閉議 〕 

 

浜田市議会委員会条例第65条の規定により、ここに委員会記録を作成する。 

                議会運営委員会委員長  笹 田  卓    


